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内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
に
対
す
る
政
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
扱
い
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
二
月
十
三
日
の
東
京
新
聞
三
面
に
、
「
首
相
発
言
を
削
除

日
米
密
約
『
自
民
、
過
去
の
対
応
反
省
』

公
開
議
事
録

か
ら
判
明
」
と
の
見
出
し
記
事
（
以
下
、
「
東
京
記
事
」
と
す
る
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣

衆
質
一
八
六
第
三
九
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
東
京
記
事
」
に
よ
る
と
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
年
一
月
十
七
日
の
特
定
秘
密
保
護
法
に
関
す
る
有
識
者
会

議
「
情
報
保
全
諮
問
会
議
」
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
日
米
の
密
約
問
題
に
関
し
、
「
自
分
は
（
二
〇
〇
五
年
に
）
官
房
長

官
、
（
二
〇
〇
六
年
に
）
首
相
と
な
る
の
だ
が
、
（
密
約
）
文
書
を
一
回
も
見
せ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
説
明
も
さ
れ
て
い

な
い
」
、
「
ず
っ
と
何
年
も
何
年
も
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
は
お
か
し
い
」
、
「
何
回
か
こ
れ
を
ど
う
す
る
べ
き
か
と
議
論

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
の
発
言
を
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
は
事
実
か
と
前
回
質
問
主
意
書
で
問
う
た
と
こ

ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
し
つ
つ
、
「
東
京
記
事
」
の
中
に
そ
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当
方
の
質
問
の
真
意
は
、
「
東
京
記
事
」
に
そ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

か
否
か
で
は
な
く
、
本
年
一
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
「
情
報
保
全
諮
問
会
議
」
に
お
い
て
、
安
倍
総
理
が
「
東
京
記
事
」

に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
年
一
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
「
情
報
保
全

一



諮
問
会
議
」
に
お
い
て
、
安
倍
総
理
が
い
わ
ゆ
る
日
米
の
密
約
問
題
に
関
し
、
「
自
分
は
（
二
〇
〇
五
年
に
）
官
房
長
官
、

（
二
〇
〇
六
年
に
）
首
相
と
な
る
の
だ
が
、
（
密
約
）
文
書
を
一
回
も
見
せ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
説
明
も
さ
れ
て
い
な

い
」
、
「
ず
っ
と
何
年
も
何
年
も
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
は
お
か
し
い
」
、
「
何
回
か
こ
れ
を
ど
う
す
る
べ
き
か
と
議
論
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
の
発
言
を
し
た
事
実
は
あ
る
の
か
、
再
度
確
認
を
求
め
る
。

二

「
東
京
記
事
」
に
よ
る
と
、
一
で
挙
げ
た
安
倍
総
理
の
発
言
が
、
政
府
が
す
で
に
掲
載
し
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
以

下
、
「
Ｈ
Ｐ
」
と
す
る
。
）
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
に
つ
き
前
回
質
問
主
意
書
で
確
認
を
求

め
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
閣
官
房
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
情
報
保
全
諮
問
会
議
の
議
事
要
旨
は
、
同
会

議
の
開
催
年
月
日
及
び
場
所
、
出
席
者
の
氏
名
等
の
ほ
か
、
簡
潔
か
つ
的
確
に
議
論
の
要
旨
等
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
」

と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
Ｈ
Ｐ
」
に
お
い
て
、
一
で
挙
げ
た
安
倍
総
理
の
発
言
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
、
再

度
確
認
を
求
め
る
。

三

安
倍
総
理
が
、
本
年
一
月
十
七
日
の
「
情
報
保
全
諮
問
会
議
」
に
お
い
て
、
一
で
挙
げ
た
発
言
を
し
て
い
な
が
ら
、
「
Ｈ

Ｐ
」
に
お
い
て
そ
れ
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
な
ら
、
右
を
決
定
し
た
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



四

三
の
者
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


